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第 ２ 号 議 案  瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条  

例の廃止について  ······························· １ 
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て ············································· ３ 

第 ５ 号 議 案  瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設  

置条例の一部改正について  ······················· ５ 

第 ６ 号 議 案  一般職の任期付職員の採用等に関する条例の  

一部改正について  ······························· ７ 
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第 ８ 号 議 案  瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び  
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第 ９ 号 議 案  特別職の職員の給与に関する条例の一部改正  

について  ····································· １６ 

第１０号議案  瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正に  

ついて  ······································· １８ 

第１１号議案  瀬戸市旅費条例の一部改正について  ············· ３６ 

第１２号議案  瀬戸市消防団員退職報償金条例の一部改正に  

ついて  ······································· ３８ 

第１３号議案  瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会の廃止に  

ついて  ······································· ４１ 



５ 

 

７年市長提出第５号議案  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部改正につ

いて 

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部を改正す

る条例  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例（昭和３４年瀬戸市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

  瀬戸市役所支所設置条例 瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター 

設置条例 

（支所の設置）  （支所及び市民サービスセンターの設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５５条第１項の規定により、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、支所を設ける。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５５条第１項の規定により、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、支所及び出張所

として市民サービスセンターを設ける。 

 （名称、位置及び所管区域）  （名称、位置及び所管区域） 

第２条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の

とおりとする。 

第２条 支所及び市民サービスセンターの名称、

位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市役所

品野支所 

＜省略＞ ＜省略＞ 

名称 位置 所管区域 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市役所

品野支所 

＜省略＞ ＜省略＞ 



６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

瀬戸市役所

パルティせ

と市民サー

ビスセンタ

ー 

瀬戸市栄町４

５番地 

瀬戸市の全域 

瀬戸市役所

菱野団地市

民サービス

センター 

瀬戸市菱野台

１丁目２番２

０１号 

瀬戸市の全域 

 

 （委任）  （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、支所に関

し必要な事項は、市長が定める。 

第３条 この条例に定めるもののほか、支所及び

市民サービスセンターに関し必要な事項は、市

長が定める。 
  

   附  則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市役所市民サービスセンターを廃止するに

当たり、瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例中所要の事項

を改正するため必要があるからである。 


